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【その他⑴】 

交通基本法関連施策の充実（地域公共交通確保維持改善事業）について 

 

 国土交通省は地域公共交通に係る新たな支援制度として、「地域公共交通海保維持改

善事業（仮称）」を平成２３年度予算概算要求に盛り込むこととしている。 

 この事業は、地域公共交通活性化・再生総合事業を含む既存の地域公共交通関連予算

を統合し、生活交通の確保維持に必要不可欠な支援を総合的に実施することを目的に創

設するものです。 

 支援（事業）内容は、次のとおりである。 

①地域公共交通確保維持事業 

 全国のどこでも誰もが利用できる移動手段の確保が可能となる社会を実現するため、

地域の交通ネットワークのうち、国による継続的な支援が必要なバス交通、デマンド交

通、地域鉄道、離島航路・航空路等の確保維持について、地域の多様な関係者による議

論を経た地域の交通に関する計画に基づき実施される取組みを支援する。 

 ○市区町村を主体とした協議会の取組み支援 

  地域内のバス交通、デマンド交通、幹線交通とのアクセス網等の確保・維持等 

②地域公共交通バリア解消促進事業 

 バス、タクシー、旅客船、鉄道駅、旅客ターミナル等のバリアフリー化等を支援 

③地域公共交通調査事業 

 地域の公共交通の確保・維持・改善に資する調査の支援等 

 

 

＜８月 27日付け北海道運輸局からの情報提供 

（詳細は国土交通省及び北海道運輸局ホームページに公開）＞ 
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【その他⑵】 

今後のスケジュールについて 

 

年 月 内 容 

２２．９ 

 

 審査結果の通知、契約手続き 

 現況交通実態調査、利用者ニーズ把握調査 ほか 

 ２２．10 

２２．11  第４回協議会 

・調査等の中間報告、連携計画素案骨子の検討 

２２．12  第５回協議会 

・連携計画素案の作成 

２３．１  

２３．２  市民へのパブリックコメント（平成２３年２月１日号） 

２３．３  第６回協議会 

・連携計画の策定 

 


